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男性育休を後押し　最大300万円の奨励金がスタート！ 

 

■□―――――――――――――――――――――――――――― 

ともともメルマガ　高知の共働き・共育てを応援！ 

－こうち男性育休推進企業通信－vol.6（毎月第3木曜発行）  

――――――――――――――――――――――――――――□■ 

発行日：2026年 3月19日 

 

★登録企業数 786社に！（R8年 2月末現在） 

皆さまのご理解とご協力により、ここまで広がってきました。 

本当にありがとうございます。 

 

特設サイトでは、登録企業一覧を公開中！ 

採用活動や対外PRなどにぜひご活用ください。 

▼https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/ 
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1. 今月のトピックス  

―――――――――――――――――――――――――――― 

①男性育休を後押し　最大300万円の奨励金がスタート！ 

「こうち男性育休推進企業」に登録されている従業員数300人以下の事業者を対象に、男性

育休を進めるための職場環境づくり（業務効率化や体制整備など）を支援します。 

▼詳しくは 

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026021900325/ 

問い合わせ先：高知県子ども・福祉政策部人権・男女共同参画課（～３月31日まで）（TEL:088-

823-9651） 

※４月１日以降の問い合わせ先は別途県HPをご確認ください。 

 

②男女の賃金差・女性管理職比率の公表義務が拡大 

女性活躍推進法の改正により、男女間の賃金差異や女性管理職比率の公表義務が、従業員数

101人以上の企業に拡大されます。 

▼改正女性活躍推進法等のポイント 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001663919.pdf 

問い合わせ先：高知労働局雇用環境・均等室（TEL:088-885-6041） 

 

2. イベント・お知らせ情報 

―――――――――――――――――――――――――――― 



●育休中の職員の業務をカバーした職員に対し、勤勉手当の加算措置を開始 

県庁では、育児休業等を取得しやすい職場環境を整えるため、令和７年度支給分の賞与から、

育休取得者の業務をカバーした職員に対して、ボーナスの評価（成績率）を加算する仕組みを

導入しました。 

▼詳細はこちら(高知県HP) 

https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/support.html 

　 

●業界ぐるみでの取組の広がり 

　一般社団法人高知県トラック協会では、「働きやすい運輸業」を目指し、会員企業に対する「こ

うち男性育休推進企業」への登録の呼びかけや、「共働き・共育て」の推進に向けた新聞広告の

掲載を実施しました。 

問い合わせ先：高知県トラック協会（TEL:088-832-3499） 

 

●令和８年度高知県賃金向上環境整備事業費補助金を活用しませんか 

　国や県等の生産性向上等に資する補助事業を活用し、持続的な賃上げを目指す県内事業者に

対して、賃上げの原資の一部に相当する額の支援を行います。（従業員１人あたり10万円） 

▼詳細はこちら(高知県HP) 

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022500272/ 

問い合わせ先：高知県商工労働部雇用労働政策課（TEL:088-823-9763） 

 

●ぴかるんとかわぴょんの親子で遊ぼう！（高知県教育委員会YouTubeチャンネルで配信中） 

高知県の保育士コンビが、親子で楽しく遊べるふれあい遊びを紹介しています。簡単なルー

ルで準備もほとんどいらない遊びです。育児休業中の親子のふれあいの参考にご覧ください。 

▼詳細はこちら 

親子で遊ぼう！Part４　https://youtube.com/shorts/0knA8kkHoLE 

親子で遊ぼう！Part５　https://youtube.com/shorts/-h4kRU5IiY4 

親子で遊ぼう！Part６　https://youtube.com/shorts/eKUEj1w6SAM 

親子で遊ぼう！Part７　https://youtube.com/shorts/ACvk2YO5C5c 

問い合わせ先：高知県教育委員会事務局幼保支援課（TEL：088-821-4889） 

 

3. 企業インタビュー～男性育休の取り組みを実践する企業をご紹介～ 

【第5回：とさでん交通株式会社（従業員数: 300人以上、運輸業・郵便業）】  

――――――――――――――――――――――――――――  

Q: 貴社における男性育休制度の内容や特徴について教えてください。 

A: 育児介護休業法に基づき、社内規程を整備しています。 

　 男性育児休業取得率は、令和４～６年度で80.0%（10名中8名）、令和6年度は66.7%（6名

中4名）となっており、希望する社員が全員取得できるよう取り組んでいます。 

 

Q: 男性育休取得促進に取り組むきっかけについて教えてください。 

A: 男性育休取得者がいることで、「お互いさま」という助け合いの風土が根付き、次の取得希

望者も取得しやすい環境が生まれると感じています。 

 

Q: 男性育休を取得しやすい職場づくりに向けて取り組んでいることを教えてください。 

A: 結婚や出産などの報告があった社員に対し、独自のパンフレットを配布し、育児に関する制

度の周知を図っています。また、復帰後も、時短勤務や看護休暇、養育両立支援休暇などが

できるよう社内規程を整備するとともに、シフトの柔軟な調整などに取り組んでいます。 

 



Q: 実際に育休を取得された社員の体験談を教えてください。 

A: 一人目は3ヶ月、二人目は半年の育休を取得しました。家族と過ごす時間や夫婦で話し合う

時間が増え、家事の分担も効率よくできた点が良かったと思います。 

　 今後はこの経験を活かし、後輩の取得を後押しできる職場を作っていきたいです。　 

 

Q: 今後、男性育休の取得促進に向けてどのように進めていきますか。 

A: 今後さらに子育て世代の社員のワークライフバランス向上に向けた取り組みを進めていき

ます。 

 

4. 編集後記 

―――――――――――――――――――――――――――― 

今回は、来年度から始まる奨励金や補助金をご紹介しました。また、県の取組として紹介し

た「育休をカバーした職員への応援手当の支給」はこうち男性育休推進企業奨励金の対象とな

る取組の一つです。育休取得を支える体制づくりとして、ぜひ参考にしてみてください。 

 

次号は 4月16日（木） に配信予定です。 

──────────────────────────── 

◆「企業インタビューコーナー」掲載企業を募集しています 

掲載を希望される企業は、事務局までご連絡ください。 

インタビュー内容は特設サイトでもご紹介します。 

―――――――――――――――――――― 

【こうち男性育休推進企業通信 事務局】 

高知県子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課 

住所 780－8570 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号 

電話 088-823-9651 

メール 060901@ken.pref.kochi.lg.jp 

――――――――――――――――――――


